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毎年１回は浄化槽の
法定検査を受けましょう

　浄化槽を設置している家庭では、年１回、
県が指定した検査機関によって、浄化槽の保
守点検や清掃が適性に行われているか確認す
るための法定検査（11 条検査）を受けること
が義務付けられています。
　対象者には、㈳愛媛県浄化槽協会から検査
予定日の案内ハガキが届きますので、電話ま
たは返信用ハガキでお申し込みください。申
し込みをしないと検査ができません。案内が
届いたけれどまだ検査していない人は、同協
会または環境整備班へお問い合わせくださ
い。
　なお、この法定検査は、年に数回業者が行
う保守点検（小型合併処理浄化槽では年６回
以上）とは別の検査です。保守点検をしてい
ても免除されません。

国民年金保険料の納付は
口座振替がお勧めです

■11条検査の検査手数料

■浄化槽とは？
　トイレや台所、風呂などから流される汚れ
た水を微生物できれいにするもので、「合併
処理浄化槽」ともいいます。以前はトイレの
水だけをきれいにする単独浄化槽もありまし
たが、現在は設置できません。
　浄化槽は、およそ乗用車１台分の広さがあ
れば設置することができます。町内では、す
でに約 1,700 基が設置されています。
【法定検査に関する問い合わせ】

㈳愛媛県浄化槽協会
検査事業課・検査管理課
☎０８９（９２３）９３１３
※フリーダイヤル
☎０１２０（７１１）７０７

　国民年金保険料は、口座振替により納付す
ることができます。
　口座振替を利用すると、保険料が自動的に
引き落とされるので金融機関などに行く手間
が省けるだけでなく、納め忘れもなくなり、
とても便利です。また口座振替には、次のよ
うな割引制度もあり、大変お得です。
◎口座振替の早割制度
　当月分保険料を当月末に引き落とし
　→月々 50 円割引
◎口座振替の６カ月前納、１年前納
　→現金納付よりも割引額「多」
　口座振替を希望する人は、納付書または年
金手帳と、振替口座の通帳、届出印をお持ち
の上、金融機関または松山西年金事務所へお
申し出ください。

　日本年金機構では、国民年金保険料が未納
となっている人に対する保険料の収納業務を
民間委託しています。
　過去２年以内の国民年金加入期間のうち、
保険料の納付が確認できない期間がある場合
は、次の委託事業者から電話・文書・戸別訪
問により納付案内を行う場合があります。
●委託期間　24 年９月 30 日まで
●委託業者　㈱アイヴィジット

【問い合わせ】
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５
○住民福祉課  住民班
☎０８９３（４４）６１５２

国民年金保険料の収納業務を
民間委託しています

５～ 10 人槽 5,000 円
11 ～ 20 人槽 8,000 円
21 ～ 50 人槽 9,500 円


